
工 事 名 出入路整備工事（週休２日）(その３)

路線等の名称 一般県道浅井犬山線

工 事 場 所 江南市中般若町北浦地内

質 疑 応 答

日 時 ・ 場 所

特 記 事 項

１　既設地下埋設物等がある場合は、工事着手にあたり各占用者に立会い等

　を依頼し本工事の施工に支障をきたさないこと。

２　現場施工に際して設計書と相違点が生じたときは、調査資料を作成し監

　督職員と早急に協議し工事施工遅延等を生じさせないこと。

３　地区への周知とし、期間・規制等を記載し案内文を作成すること。

４　供用道路における工事・規制に際し、道路交通法に基づく申請書類は、

　発注者と協議の上、受注者にて作成すること。

５　民地内を施工する場合は、事前に土地所有者等関係者に内容を確認の上、

　承諾を得て施工すること。

６　境界杭は、事前に確認し、工事完了後は座標等を基に正確に復旧すること。

７　堤体土は別添を遵守すること。使用する資材は、リサイクル資材の率先利用を図るため

　「愛知県あいくる材率先利用方針」を遵守し、あいくる材として認定されている資材の利

　用に努めること。

８　工事に際し、搬入出路・工事ヤード等、隣接ごみ処理施設建設工事等と

十分工程等調整を図ること。

９　本工事は、月単位の週休２日工事の対象工事であり、愛知県週休２日工事

10　工事完了後は、工期内であっても速やかに検査を受けること。

11　その他ここに定めのない事項は、監督職員と書面にて協議すること。

入　札　説　明　書

 実施要領（土木工事編）に基づき取り組むこと。

入札公告のとおり


